
湯川村公告第９号 

 

 村有財産の売払に伴う制限付き一般競争入札について、次のとおり公告する。 

 

 平成２４年１月３１日 

 

湯川村長 大塚 節雄  

 

１． 入札に付する物品 

（１）登録番号         福島００る１２３８ 

（２）機械名称         除雪ドーザ（キャタピラー） 

（３）規格・数量        ９ｔ級  ７５J４７６５  1台 

（４）取得年月         昭和５５年１０月 

（５）累計走行距離       ２５，８９５㎞ 

（６）累計使用時間       ４，８４８ｈ 

（７）車検満了日        平成２３年１１月２１日 

 

２． 入札参加資格 

 入札に参加できるものは、入札時において次に揚げる要件をすべて満たしている者

とする。ただし、入札参加資格者が入札時までに入札参加資格要件を満たさなくなっ

た時は、入札に参加できない。 

（１）平成 23・24 年度入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（２）県内業者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号 以下「令」という。）第 167 条の 

  4 第 1 項の規定に該当しない者であること。 

（４）令第 167 条の 4第 2 項各号に該当する行為を過去 3 年以内に行っていない者 

  であること。 

 

３． 入札参加申込み及び物品の公開期間 

（１）日時：平成 24年 2 月 1 日（水）から平成 24 年 2 月 15 日（水）まで 

時間：午前 8 時 30 分から午後 5時 15 分まで（土・日曜日及び祝祭日は除く） 

場所：湯川村役場 産業建設課 建設係 

提出書類：一般競争入札参加申込書（村指定用紙 村ホームページよりダウンロ

ード可）同内容であれば自社作成可 

   提出方法：持参提出すること。 

 

４． 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日時：平成 24年 2 月 21 日（火）午前 10時 

（２）場所：湯川村役場 2 階 大会議室 

  

５． 入札の方法 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当 

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切 

り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消 

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０ 



５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  

６． 入札の無効 

本公告に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反し 

た入札は無効とする。 

 

７．契約書作成の要否  要 

 

８．入札保証金 

免除。 

 

９．契約保証金 

  免除。 

 

10．代金納付期限 

  売買契約締結後１４日以内に納入するものとする。 

 

11．所有権移転等 

  売買代金納入確認後、物品の引き渡しを行う。 

   

12. その他の事項  

平成 24年 2 月 17 日（金）午後 5時 15 分までに入札参加資格のない者へ電話連 

絡する（電話連絡のない場合は、入札参加資格があるものとする。） 

 

13. 問い合わせ先 

  湯川村役場 産業建設課 建設係 ℡０２４１－２７－８８５０ 

 


